
福井労働局長殿
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平成 2 4年 2月 6 日

厚生労働省労働基準局労災補償部長

(公印省略)

電離放射線に係る疾病の業務上外の認定について(回答)

平成23年 12月 6日付け福井労発基第 162号をもってりん伺のあった標記につい

て、下記のとおり回答する。

記

本件は、別添報告書のとおり、労働基準法施行規則第 35条に定める業務上の疾病に

該当しないものとして取り扱われたい。



ヂ発症した悪性リンパ腫の業務上外に関する検討会報告書

本検討会[士、二係る事案について検討を行ってきたところでtわろが、今般、

別添のとおり検討結果を Tり主とめたので報告する、
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第 1 事案の概要

1 労働者の氏名等

([)労働者氏名

(2)生年月日

(3)所属事業場

(4)傷 病 名 悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫)

(5)発症年月日

(6) 労災請求年月日 平成 23年 7月 15日(療養補償給付)

2 請求の趣旨

:， 請求人の放射線15tZの内容

4 請求人の放射線被itく状況

(11 外部被ぱくの状I冗

請求人の外部被lfく線量は、

り、その累積被ばく線

(2) 内部被ぱくの状a"l

請求人の内部被ifく(士、

ており、その結果itいずJL

(31 事故的被ぱくの有無

請求人の申立、

イルムハッジに上り測定されてお

l参照)。

ールボラィカウンタに上ってinll定され

(別紙 2参照)。

予よれば、事故的被ばく



5 請求人の療養の経過について

第 2 I食討会。〉十ll¥llj

1 請求人の被ばく線量について

( 11 外部被ばく

請求人0)累筒外部被ばく線量は、個人の被ばく線量一管埋記録より

-(21 内部被ばく

請求人の内部被ばくは、個人の被lまく線吊;管J'Il記録より

(31 事故的被ぱく

事故的被ばくは、

2 業務上外について

111 基本的た考え )jについて

電離放射線と非ホジキンリンパ樋との関係については、平成 20年 10月、非ホジキ

ンリンパ騒を発症した労働者の事案の業務上外を検討寸ーるための検討会が、 「悪性リ

ンパ漣、特に非ホジキンリンパ隠と放射線被ばくとの因果関係についてj としてまと

めた報告書において、要旨



① 非ホジキンリンパ腫は、一般的にリンパ性白血病の類縁の疾患として取り扱わ

れており、両者は類縁疾患とみなすことができる。このことを踏まえると、非ホ

ジキンリンパ腫については、白血病の認定の基準として昭和 51年 11月8日付け

基発第 810号 f電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準についてjに定めら

れている放射線被ばく線量を参考として判断を行うことが適当。

② 非IJ~ ジキンリンパ腫て、は男性における過剰リスクにつし、てのみ有意差が認めら

れており、そのリスクは全白血病のリスクの 1/5-----1/6程度であること泊、ら、非ホ

ジキンリンパ躍のリスクは、全白血病のおおむね 115に相当するものと判断する

ことが適当。

片-)-る考え方を示しており、非ホジキンリンハ緩につL、て(士、業務起因性を認める場

~fU)電離放射線による被ばく線量は 25mSv (5m日、 X51音) x (電離放射線被ぱくを受け

ろ業務に従事した年数)以 1:の場合とすることが適当である 3

J円'.'.1; ~!..， 
\~i ;r:riIIffll 

γ J市求人に経症した疾病Ht、

Jドホジキンリンパ腫と1司l附されるつ

)!t知県組織学的検査の結果等から、

!dj、経症時期については、圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・l:-)-るのが妥当であろ

イ 消求人の電離放射線t皮ぱくを受ける業務に従 EがLた年放の算出に関 L、

i長Ht佐高官、める場合UYe!1隣敗射線に主る被ばく線託川11":1泣会・・ーする，¥きもの

正与える

以川り、請求人の被ばく線~-CJi:，9_比紛凶性を認める場合の被ばく線

量をfI白っているものと認められることから、請求人に発症した悪性リンパ腹[士、放射

線業訟に起肉したとはいえ!n、と判l担汁→るのが妥当とある、








